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b)　撤去及び据付に必要な資器材は，契約相手方が準備するものとする。

c)　現場確認及び据付日時については，契約締結後速やかに官側と調整するものとす

　　る。

d)　フロンは流出することのないように適切に回収及び破壊し，引取証明書を官側に

　　提出するものとする。

e)　据付室内機及び室外機の設置位置については概ね撤去器材の位置に設置すること

　　を基準とし，調達要領指定書に示すものとする。

f)　撤去物品は，官側が指定した場所（基地内）まで搬入するものとする。

b)　当該空調機の取扱い説明書

2   役務に関する要求

2.1 　据付物品及び撤去物品

　据付物品及び撤去物品は，調達要領指定書によるものとする。

2.2 　その他の要求

a)　据付物品及び据付に必要な部品は，契約相手方の負担とする。

1.2   引用文書等

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕

様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3 　法令等

a)　フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下「フロン排出抑制

　　法」という。）

　この仕様書は，航空自衛隊防府北基地で使用する空調機（据付及び撤去）について

規定する。
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1 　総則

1.1   適用範囲



と協議のうえ官側の指示に従うものとする。

　当該契約に起因して発生する事故，その他契約相手方の不注意によって発生した事

故については，契約相手方が無償で補償するものとする。

4.5 　役務の完了

　役務の完了は，引取証明書の提出をもって完了するものとする。

4.6 　仕様書の疑義

　この仕様書及びこの仕様書に規定していない事項について疑義がある場合，は官側

4.2 　基地内立ち入り

　基地内立ち入りについては防府北基地規則に従うものとし，許可された場所以外に

立ち入る場合は，官側に連絡のうえ許可を受けるものとする。

4.3 　安全管理

　作業の安全に留意し，火災，盗難，転落等の事故防止に努めるものとする。

4.4 　補償

　補給本部の定める地方調達に係る標準監督・検査実施要領によるほか，この仕様書

に基づき実施するものとする。

4   その他の指示

4.1 　秘密保全

　この契約により知り得た自衛隊及び基地に関する情報について，他に漏えい及び転

用してはならない。

i)　室内機から室外機までの配管は,カバーで覆うものとする。

j)　室内機の据付により生じた天井部の隙間は，パネルで塞ぐ処置をするものとする。

k)　契約の相手方は，必要な試験（運転動作試験，ドレン配管の排水試験，フロンガ

　　ス漏れ試験等）及び設置状況について監督官の確認を受けるものとする。

3   品質保証

3.1 　検査

品名 空調機（据付及び撤去）

g)　各配線・配管の接続は，漏電・水漏れしないように施工するものとし，露出して

　　いる配管等は化粧カバー等で覆うものとする。

h)　室外機は，アンカーボルト等により固定するものとする。


